
   光市水道局低入札価格調査制度に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、光市水道局が発注する工事の請負の契約を締結しようとす

る場合において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

１０第１項（第１６７条の１３において準用する場合を含む。）に基づく低入札

価格調査制度の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 この要綱の低入札価格調査（予定価格の制限の範囲内で契約の相手方と

なるべき者が当該契約の内容に適合した履行が行われないおそれがあるかどう

かを判断するために実施する調査をいう。）の対象となる工事は、競争入札に付

する工事で、設計金額が３，０００万円以上のものとする。ただし、次に掲げ

る工事は、設計金額が１，０００万円以上のものとする。 

 (１) 土木系工事又は営繕系工事に係る解体工事 

(２) 土木系工事のうち、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事 

(３) 営繕系工事のうち、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事 

 

（調査基準価格の設定） 

第３条 低入札価格調査を行う基準となる価格（以下｢調査基準価格｣という。）の

設定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 土木系工事（土木等一般工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に１０分の１０を乗じて得た

額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、現場管理費の額に１０分

の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１０分の７を乗じて得た額（それ

ぞれの額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）を合計し、

１０万円未満を切り上げた額。 

(２) 土木系工事（土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事） 



予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に１０分の１０を乗じて得た

額、機器単体費の額に１０分の９．２を乗じて得た額、共通仮設費の額に１

０分の９を乗じて得た額、現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額及び

一般管理費の額に１０分の７を乗じて得た額（それぞれの額に１円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てる。）を合計し、１０万円未満を切り上げ

た額。 

なお、機器単体費とは、当該機器の製作工場等において機能や性能の確認

（品質証明等を含む）がなされて調達されるもので、施工現場等において加

工等を必要としないものを調達する費用をいう。 

(３) 営繕系工事（建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び

解体工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費（直接工事費から現場管理費相

当額を減じた額をいう。以下この号及び次号において同じ。）の額に１０分

の１０を乗じて得た額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、現

場管理費（現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた

額をいう。）の額に１０分の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１０分

の７を乗じて得た額（それぞれの額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てる。）を合計し、１０万円未満を切り上げた額。 

２ 前項第３号の場合において、現場管理費相当額は、次に掲げる額とする。 

(１) 次号を除く営繕系工事 

直接工事費に１０分の１を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てる。） 

(２) 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を

対象とした工事 

直接工事費に１０分の２を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てる。） 

（入札参加者への周知） 



第４条 工事担当者及び入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次に掲げる

事項を周知する。 

(１) 調査基準価格が設定されていること。 

(２) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果

の通知方法に関すること。 

(３) 調査結果によっては、最低入札者であっても落札者とならない場合があ

ること。 

 (４) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事情聴取等に応じること。 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（落札の保留） 

第５条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合

には、入札参加者に対して落札を保留することを宣言し、入札を終了する。 

（調査の実施） 

第６条 調査基準価格を下回る価格で申込みをした者があった入札に係る工事を

主管する課の長（次条において「工事担当課長」という。）は、当該申込みをし

た者に対し、入札価格の内訳等について事情聴取等の調査を行う。 

（調査後の措置） 

第７条 工事担当課長は、前条の調査を行ったときは、調査対象者に対する調査

結果を文書で調製し、管理者に報告する。 

（指名審議会への報告） 

第８条 管理者は、光市水道局建設工事等指名審議会（以下「指名審議会」とい

う。）に前条の調査結果を報告し、意見を求める。 

（契約の相手方の決定） 

第９条 管理者は、指名審議会の意見を聴いた後、落札者を決定する。 

（入札参加者への通知） 

第１０条 入札執行者は、前条の規定により落札者が決定されたときは、当該落

札者が落札した工事に係る入札に参加した者全員にその旨を書面で通知する。 



（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

    

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（光市水道局低入札価格調査制度調査対象工事等に関する取扱要綱の廃止） 

２ 光市水道局低入札価格調査制度調査対象工事等に関する取扱要綱は、廃止す

る。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


